
「稼ぐ力」を引き出すスマート林業推進事業

（再造林等のスマート化支援事業）実施要領

第１ 目的

この要領は，「稼ぐ力」を引き出すスマート林業推進事業（再造林等のスマー

ト化支援事業）（以下「事業」という。）の実施について，鹿児島県補助金等交

付規則（昭和63年鹿児島県規則第１号。）及び鹿児島県「稼ぐ力」を引き出すス

マート林業推進事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく取り扱い

の細部を定めるものとする。

第２ 事業の趣旨

森林資源の循環利用と公益的機能の持続的な発揮に向け，再造林，下刈又は

鳥獣被害防止施設整備（以下「再造林等」という。）のスマート化に関する取組

を支援することにより，再造林の一層の推進を図る。

第３ 事業の内容等

再造林等のスマート化とは，各事業主体が(1)の工種の作業において，通常使

用していない新たな機械や器具等を活用し，低コスト化，省力化又は軽労化に

資する取組をいう。

(1) 事業内容等

工 種 事 業 内 容 等

再造林 人工林伐採跡地において行う苗木の植栽及びこれ

らに伴う作業とし，植栽本数は，2,500本/ha以下と

する。

下刈 再造林実施箇所において行う雑草木の除去とし，

対象林齢は１年生から５年生とする。ただし，秋植

え等で１年目に下刈を実施しない場合，林齢６年生

まで実施することができるものとする。

鳥獣被害防止施設整備 野生鳥獣による森林被害の防止等を図るために行

う鳥獣被害防止施設の整備とし，再造林と一体的に

行われるものとする。

(2) 補助対象となる区域（知事が別に定める区域）

要綱第２条の表中の補助対象経費欄の「知事が別に定める区域」とは，市町

村森林整備計画に定める「特に効率的な施業が可能な森林の区域」（以下「効

率的施業区域」という。）又は森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

（平成20年法律第32号）第４条第３項の規定により定められた「特定植栽の実

施を促進すべき区域」（以下「特定植栽促進区域」という。）（指定が見込まれ

る区域を含む）をいう。

第４ 採択基準

森林法第11条に規定する森林経営計画対象森林において，当該森林経営計画

に基づき実施する再造林等とするほか，次の要件を満たすものとする。

⑴ 造林補助事業など国庫補助事業（以下「造林補助事業等」という。）の活用



が見込まれるもの

第５ 補助対象経費

この事業の補助対象経費は，次のとおりとする。

工 種 補 助 対 象 経 費

再造林 地拵え，苗木の購入，苗木運搬，仮植，植付けに

要する経費（スマート化の取組を含む）

下刈 雑草木等の除去に要する経費（スマート化の取組

を含む）

鳥獣被害防止施設整備 鳥獣被害防止施設の設置等に要する経費（スマー

ト化の取組を含む）

(注) 林業機械経費については，この事業に必要な損料等（レンタル・リー

ス料を含む。）の経費を計上するものとする。なお，購入費は対象としな

い。

第６ 応募申請及び事業の選定

１ 事業に応募しようとする者（以下｢申請者｣という。）は，「稼ぐ力」を引き出

すスマート林業推進事業（再造林等のスマート化支援事業）応募申請書（以下｢応

募申請書｣という。）を事業実施箇所の所在する県地域振興局，支庁，熊毛支庁

屋久島事務所（以下｢地域振興局等｣という。）の長に提出するものとする。

２ 地域振興局等の長は，提出された応募申請書を取りまとめ，環境林務部長に

提出するものとする。

３ 応募申請書については，別に定める事業選定委員会において審査を行い，補

助対象事業者を選定する。

４ 選定結果については，応募のあったすべての申請者に通知するとともに，地

域振興局等の長にはその写しを送付するものとする。

第７ 交付申請

補助金等の交付の申請をしようとする者は，要綱第３条に定める補助金等交

付申請書を指定された期限までに事業予定箇所を管轄する地域振興局等の長に

提出するものとする。

第８ 補助金交付申請等に添付すべき書類等

１ 要綱第３条第１項の⑶及び第６条第２項の⑶に定める「その他知事が必要と

認める書類」は，次のとおりとする。

⑴ 事業箇所明細表(別記第１号様式)

⑵ 位置図（５万分の１の地形図に事業実施予定箇所の位置を記入したもの）

２ 要綱第10条第１項の(3)に定める「その他知事が必要と認める書類」は，次の

とおりとする。

⑴ 事業箇所明細表(別記第１号様式)

⑵ 位置図（５万分の１の地形図に事業実施箇所の位置を記入したもの）

⑶ 施業図

ア 森林計画図等に施行地の測点及び測線が挿入された図面，実測図（千分

の１を標準とする。)又は精度の高い図面のいずれかに，森林の所在地，座



標，方位，縮尺，面積，既設森林作業道の線形等を記入したもの。

イ 面積等は，ポケットコンパス等による測量又は精度の高い既存の図面を

利用して求めること。

ウ 現地測量による面積は，小数点第３位を切り捨て第２位止め，周囲測量

の閉合誤差は５％以内とし，測量野帳(別記第２号様式)を添付すること。

なお，測量の誤差の限度は，方位角及び高低角各２度，距離100分の５と

する。

⑷ 施行地ごとの事業実施前，スマート化の取組及び事業完了後の状況を撮影

した写真

⑸ 補助事業の補助金交付申請がなされている場合は，造林補助事業等の交付

申請書添付の内訳表等

ただし，⑵～⑷については造林補助事業等で検査合格の箇所は省略すること

ができる。

第９ 補助金の算定

１ 事業の補助金の額は，知事の定める定額単価に事業量を乗じて算出される金

額（以下「標準経費」という。）と事業の実行に要した経費（以下「実行経費」

という。）を比較し，いずれか低い金額をもって補助金の額（100円未満切り捨

て）とする。ただし，造林補助事業等の補助金が交付される場合は，当該補助

金額は控除するものとする。

２ 前項の実行経費は，事業終了後に事業主体が森林所有者に報告する事業の実

行に要した経費とする。

第10 確認検査

地域振興局等の長は，要綱10条に定める補助事業等実績報告書受理後速やか

に，別に定める「稼ぐ力」を引き出すスマート林業推進事業（再造林等のスマ

ート化支援事業）確認検査要領に基づき確認検査を行うものとする。

第11 実施報告

地域振興局等の長は，各事業主体から提出のあった実績報告書及び次に掲げ

る書類を取りまとめ，事業実施翌年度の４月末日までに環境林務部長に送付す

るものとする。

⑴ 再造林等のスマート化の取組状況（別記第３号様式）

第12 その他

１ 事業主体は，地域振興局等と連携し，再造林等のスマート化の取組を地域に

波及させるためのＰＲ活動に努めること。

２ 知事は，事業の推進上必要と認める場合には，事業主体に対して報告を求め

ることがある。

３ この要領に定めるもののほか，事業実施に必要な事項は別に定める。

４ この要領により難い事項については，知事の承認を受けるものとする。

附 則

この要領は，令和５年５月16日から施行する。



別記第１号様式（第７の１の(1)及び２の(1)関係）

事業箇所明細表＜（変更）計画（実績）＞

事業量 支柱間隔

(m) (m)

① ① ② ③ ④=①×③ ⑤ (②又は④)-⑤

※１ 地番の表記については，参考（地番の表記方法について）に従って記載

※２ 林班等は，半角カナ及び半角数字で記載

※３ 工種は，「再造林」，「下刈」又は「鳥獣被害防止施設整備」を記載

※４ 苗種類は，「普通苗」又は「コンテナ苗」を記載

※５ 見積想定事業費は，事業主体における当該施行地の事業実施に係る見積想定額を記載

※６ 実行経費は，第９の第２項に規定する経費を記載

※７ 標準経費は，第５に掲げる定額単価に事業量を乗じて算出される金額を記載

※８ 補助金額は，見積想定事業費と標準経費を比較して低い方の額を記載（100円未満を切捨）

※９ 複数頁に亘る場合は，各頁に小計行を，最終頁には小計行及び合計行を設ける

※10 変更の場合は，上段に変更前，下段に変更後の数量等を二段書きとし，備考欄に変更理由等を記載

苗種類
※再造林の

み記載

市町村 大字 字 地番
林
班

準
林
班

小
班

枝
番

備考
番号

森林の所在地 林班等

事業内容

再造林・下刈 鳥獣被害防止施設整備

事業量
（ha）

ha当たり
植栽本数
(本/ha)

見積想定
事業費
又は

実行経費
（円）

定額単価
（円）

標準経費
（円）

他事業の
補助金額
（円）

補助金額
（円）工種

植栽樹種



別記第２号様式（第８の２の(3)関係）

測量者氏名

森林所有者

方位角 高低角 斜距離 水平距離 備考

１回

２回

３回

計

平均

※１  使用単位は次のとおりとする。

 ・面積はhaとし，小数点第３位を切り捨て，第２位止めとする。

 ・角度は °(度)とする。

 ・距離はｍとし，小数点第２位を切り捨て，第１位止めとする。

※２  番号は実績報告書に添付する事業実施箇所明細表の番号と一致させる。

立 会 者 氏 名

読　数

プ ラ ニ メ ー タ ー
又 は 点 格 子 板 に よ る

区　分

三 斜 法 に よ る

求
積
過
程

測　量　野　帳

番　　号

施 行 地

測 量 日 　  　年　　月　　日（　　曜日）　天候：

測点



別記第３号様式

再造林等のスマート化の取組状況

１ 取組概要

事 業 主 体

事 業 種 目

取組テーマ

面積（延長）

森林所在地

林 小 班

取 組 内 容 （取組内容）

（創意工夫したポイント）

事 業 費 円

（うちスマート化の取組に係る経費 円）

２ 「スマート化の取組」と「従来型作業」とのコスト比較

（単位：円）

工種等 スマート化の取組 本事業での取組の場合 従来型作業の場合 差

① ② ②-①

（注）スマート化の取組内容は，クラッシャーによる地拵え，ドローンによる苗木運

搬，自走式下刈機械の活用，アシストスーツの活用など取組内容を端的に記載す

ること。

３ 「スマート化の取組」と「従来型作業」との人工数比較

（単位：人）

工種等 スマート化の取組 本事業での取組の場合 従来型作業の場合 差

① ② ②-①

４ 課題・今後の展開


